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表紙の入物
N P O法人北海道宇宙科学技術創成センター
HA ST lC 副理事長兼専務理事

伊藤 献- さん

< プロフイール >

19 39 年 札幌市生まれ

19 6 2 年 北海道大学工学部卒業

1968 年 北海道大学工学部助教授

鵞98 1年 北海道大学工学部教授

2003 年 北海道大学を定年退職

現在H A ST IC 副理事長の他全日本アーチェリー連盟理

事、北海道体育協会常任理事を務める。

H A S T lC とは、 北海道に拠点をおき、 ｢宇宙開発の成

果を地上へ｣そして『地域のアイデイアと技術を宇宙へ｣

を目標とする全国各地の研究者、 学生、 市民、 企業の

会員からなる N P O 法人

圓 宇宙を始めたきっかけをぉ話頂もナますかo

圏 北海道で何か宇宙のことを始めたぃと思ったと割こ･
現状としてそれができる環境がないわけです。 北海道は

地域的なハンデイもあって、 置いてきぼりなのですね。

それで、 なんとか北海道でもできるという環境を作らな

ければ、 というのがきっかけです。 私は、 もともと動く

ものが好きでしてね。 車も機関車も好きだし、 飛行機も

好きだし、 ロケットも好きです。 単純にただそれだけです。

例えば、 北海道で車を走らせることはできます。 電車

にも飛行機にも乗ることはできます。 けれどもロケット

となると、 もうあちらの世界になってしまって、 触るこ

とも携わることもできないわけです。 国内でもごく一部

の選ばれた人だけが携わることができるのですね。 もう

少しロケットというものを我々の身近なところに持って

きてみたい、 興味がある人が側で感じられるものにした
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いと思ったのです。 けれど中央からロケットを持ってく

ることは無理ですから、 それならば自分で作るしか仕方

がない。 じやあ、 自分でやりましょうとなる訳です。 し

かし、 私はそういう教育を受けている訳ではありません。

ですから、 専門家のお世話をするところからはじめまし

た。 おかげさまで運がいいことに、 今はこうやってロケッ

トを作ることに本格的に携われるようになりました。 私

としては、 北海道で宇宙の入り口に当たるようなものを

作ることができてよかったと思います。

鬮 日本の宇宙技術というのは･ 他の国から比べてどう

なのでしよう。

圏 性能ということで言れ 課して遅れているゎけでは

ありません。 ただ、 打ち上げの失敗ばかりが目立つよう

な社会環境のために日本の技術が遅れているように見

えるのですね。 受け入れる社会の評価方法が日本は厳

しいのではないでしようか。 ロケット開発というのは他

の国では軍事目的です。 ロケットの平和利用といっても

軍事の転用ですから、 他国では失敗しないところまでは、

軍用で完成しています。 そういう点で日本は開発する環

境が厳しいといえます。 軍用でなく高いレベルのものを作っ

ていくのは大変ですね。

鬮 先日大樹町で行った□ケットの打ち上げはどういっ

た目的で行われたのですか。
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平成 17 年 3 月↑2 日、 N PO 北海道宇宙科学技術創 まく規制をかけられないように開発することで、 自由に

成センター (H A ST IC )が中心となって開発を進めている 扱うことができ、 費用も余りかけずに打ち上げられるの

ハイブリッドロケット｢C A M U I｣の発射試験が、 大樹町に です。

て行われ、 成功裡に終了した。

圓 打ち上げてほしいという依頼がぁつた場合に･ それ

に応じるための訓練のような形です。 我々はロケットを

用意して、 お客さんは空き缶サイズの超小型人工衛星

｢C A N -S A T (カンサット)｣と言うのですが、 それを打ち

上げてほしいという設定で行いました。 実際打ち上げた

ときには｢カメラも付けたい｣ということになって、 ロケッ

トにガムテープでカメラをくくりつけまして、 その状態で

打ち上げたのです。 もちろん、 それでもちゃんと打ちあ

がりますからね。 打ち上げたいという要請があれば、 打

ち上げの費用は負担していただきますが、 いつでも応じ

ることができます。
●

圓 実際にロケソトを作って飛-ますまでというのは･ ど

のくらいの人が携わっているのですか。

圓 N p o 法人 H A S T -C にっいてぉ聞きしたいのですが･
いまの活動の中では、 ロケット開発がメインになるのでしよ

うか。

圏 ロケソ爛発が-番進んでいますo 他の事業はこれ

からといったところでしようか。

H A ST 1C の H は北海道、 1は lncubatlo n = 孵化をさせ

るという意味です。 ロケットは一つの卵であって、 孵化

したら次の卵、 次の卵とどんどん孵化してひよこになっ

ていってほしいと考えているのです。 いつも ｢うちは、

サイエンスの吉本興業だ｣と言っていますね。 タレントと

は能力を持った人のことをいいますから、 ロケットやそ

れに関わる大学の先生はタレントですよね。 それが表に

出て活躍するために僕らは縁の下の作業をし、 お世話

するのです。

鬮 僕らの事業というのは、大判は学生が携ゎっていま

すからね。 ロケットの開発には、 数人でしようか。 実際

に飛ばすときというのは、 警備であるとか、 いろいろな

作業が必要になりますから、 全体的には 20 人くらいでしよ

うか。 先日、 大樹町で打ち上げたときには、 他の大学の

学生なども参加していましたから全部で 13 0 人ほどお

りましたが、 実際に携わっている人といえば、 そのうち

2 ~ 3 0 人ですね。 北海道外からもロケットを飛ばして

ほしいという要望が来ていまして、 そのときに出向くスタッ

フは、 全部でわずか 5 人です。

鬮 例えば、今打ち上げを依頬したら、期間と費用はど

のくらいになりますか。 圓 H A STに には、 他にどんな卵がぁるのですかo

圏 まったく知らない個人の方からのぉ申し込みの場合･
半年くらい時間を頂きます。 公的機関からのお申し込み

の場合には、 3 か月くらいでしょうか。 目的をはっきり

させることに時間がかかるのです。 そういうことを相談

しながら予定を立てていくのに時間がかかりますね。 費

用は、 約 2 0 0 万円です。 ほとんどの作業を学生がやっ

ていますから、 その部分にお金はかからないわけです。

ロケットは、 大学の学生が自由にロケットに触れるこ

とができ、 自由に打ち上げられることが条件で開発しま

した。 ですから、 どんな人でも扱えるものになっていま

す。 自由に扱えることで開発が目に見えて進みます。 う

圏 ｢□ケソト鰓まず - っですね。 ほかに、 ｢衛星｣がぁ

ります。 こちらはほとんどひとり立ちしています。 それ

から｢無重力実験｣ですね。 一定の高さから物を落とすと、

落下するまでの間は無重力状態になるのです。 高いとこ

ろから落とせば落とすほど無重力時間は長くなります。

2 年前までは、 上砂川に無重力実験ができる施設があり

ました。 それがコストの関係でなくなってしまい、 みん

な実験ができずに困っていました。 そこで、 今は 3 秒の

実験ができる施設を作っているのです。 落下速度という

のは、 地面に近づくほど早くなりますので、 3 秒の無重

力実験をするのには 5 0メートルの高さが必要になりますo
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建物でいえば 16 階建てくらいですね。 それを非常に安

く実験できる施設を作ろうと考えているのです。 いまま

での無重力実験施設はすばらしいものでしたが、 費用が

かかるのです。 1 0 秒の実験をするのに、 1 回当たり

2 7 0 万円かかりました。 毎回実験するたびに重一台つ

6 (しているようなものです。 ですから、 3 秒の実験とし

て3 分の↑でも 10 0 万円近くかかることになりますよね。

そこで 3 秒の実験をするのにわずか 2 ~ 3 万円の費用

でできるように考えています。 そうすると普通に大学の

若い先生でも高校の先生でも学生でもできますよね。 既

存概念のコストの 10 分の簿以下にするというのがうち

のポリシーなのです。 そのためには、 発想自体を変えな

ければいけません。 安くたくさんの人が実験をできるよ

うにと考えています。 無重力というのは、 宇宙利用の -

つですからね。

無重力実験用ロケットも現在開発しているところです。

今作っているロケットは、 高さが 6 万メートルまで上が

ります。 6 万メートルというとジャンボ機が飛んでいる

高さの 4 倍に当たります。 成層圏は越えています。 この

ロケットを打ち上げて自由落下させると、 大体 2 分弱の

無重力実験ができます。 それを更に 10 0 キロメートル

まで打ち上げると 3 分間の無重力実験ができるのです。

この 3 分間の無重力実験を 2 0 0 万円くらいでやること

を目標にしています。 今までも日本でロケットを打ち上

げて 3 分間の無重力実験は行われています。 ただし数

億円という費用がかかるのです。 ですからうちは 10 0

万円単位でできるようにしようと考えているのです。 コ

ストとしては、↑0 0 分の↑以下ですよね。

鬮 どうしたらそんなに低コストにできるのでしょぅo

圓 発想の転換ですよね。 まず、 回収 ･再使用して何回

か使えるものにします。 そして、 燃料ですよね。 燃料に

火薬を使用していないので、 安全です。 安全対策が

その分不要になります。 保管場所、 扱う資格などすべて

に規制が要りませんから、 その分安くできるのですね。

もちろんうちは営利団体ではありませんから、 コストの

みでできますので、 安くできるわけです。

まずは｢ロケット｣を作るということが一つと、 作った

ロケットをどう使うかということで ｢無重力実験｣の機会

を提供します。 無重力実験も地上で行う小型の無重力実

験と大型のロケットでの大型の実験が出来るようになり

ます。 それからこのロケットは、 気象観測用に使うので

すよ。 今までの気象観測には、 気球を上げていました。

気球を上げて高層の大気をサンプリングするわけです。

どういう成分があるか大気汚染がどのくらい進んでいる

か地球温暖化のガスが大気のどの辺まで拡散しているか

などを調べるわけです。 気球にはヘリウムが使用されま

す。 ヘリウムというのはアメリカにしかありませんから

すごく高いのです。 気球を一回上げるのに 1 ,5 0 0 万円

くらいかかります。 それをロケットを使ってやらせよう

と考えています。 同じ費用でうちは↑0 回ロケットを上

げましようとね。

四つ目は ｢宇宙医学の地上への応用｣です。 予防医学

といいます。 宇宙飛行士というのは健康でなければなれ

ませんが、 宇宙ではすぐに不健康な状態になってしまい

ます。 それを地上のモニターで、 病気にならないように

指導をしています。 予防医学は、 それを応用したものな

のですね。 まだ病気とはいえない段階から注意を促して

あげる。 老人医療を対象に、 病気になる前に診断をして、

｢あなたはこういうところが悪いですから、 少し気をつ

けてくださいね。｣と言ってあげる。 それと同時に健康状

態をモニターして変化があると早めに受診を促す。 自分

が自覚して悪くなってからでは遅いんです。 予防医学を

していると病気にならないですね。 病気にならないと医

療費がかかりません。 自治体の負担が減ります。 例えば

@
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1 つの町村単位で、 1 0 0 0 万円、 2 P O O 万円の負担が

減りますね。

実は、 北海道の一つの町と高知県の一つの町とで 5

年ほど実験を続けていて効果があることがわかっていま

す。 保健所では、 健康診断はします。 健康診断というの

は、 来た人に対して｢健康です｣ ｢検査が必要です｣と診断

しているんですね。 われわれの取り組んでいるのは違っ

て、 継続してモニターして健康を維持するというシステ

ムを作りです。 具合悪くなる前に、 病気になる前に予防

するというのが予防医学の考えです。

五番目の卵は、 人工衛星での実験です。 マウスを無重

力の環境において、 成人病、 老人病など年を重ねること

によって生じる病気に対処する薬の効果を調べるのです。

無重力の状態を続けると、 年をとった状態と同じ様なに

なります。 骨からカルシウムが抜け出したり、 筋力が落

ちたり、 血行が悪くなったり、 精神的なショックだった

りですね。 無重力というのは健康な状態を突然に病気に

できるわけです。 病気になったときの薬の効果というの

がすぐに調べられます。 地上では、 効果がわかるには時

間がかかります。 この実験というのは、 アメリカではす

でに行われています。 いろいろなデータが取れるおいし

い実験なので、 日本は後回しにされて、 なかなかさせて

くれないわけです。 日本では実験に使える衛星を持って

いませんから、 独自に実験をすることができません。 中

国も始めようとしています。 宇宙でのマウスという哺乳

動物を使った実験が、 日本では遅れてきているのです。
そこで、 H A S T IC が意欲のある企業と組んでこの実験が

できる衛星を作ろうとしているのです。 これが成功しま

すと国のあゆみよりも一足飛びに先を行くことになります。

●
｢宇宙開発｣や｢宇宙実験｣というのは国だけが自分で

方針を決めて予算を組んで、 それに従ってやるのがすべ

てだと思っていたのですが、 誰もが自由な発想でやって

も大丈夫なんだということがわかってきたわけです。 ど

んどんやっても構わないのです。 宇宙だからといって手

の届かないものだと思っていましたが、 実は手の届くも

のですよ。
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広報部はこの 2 年間 ｢北〉毎道よ、 元気を出そう月 を合言葉に会報に表紙の人物というコーナーを
設け、 北海道をどんどん元気にしてくださる皆様にインタビューを行ってきました。 その北海道を元
気にしてくださる皆様に、 北海道の元気を本物にしていく勇気を与えていただけるよう北海道行政書
士会市民セミナー ｢北海道の元気な未来に向けて｣ を開催しました。 セミナーのプログラムは下記の
とおりです。 この度は第ニ部パネルデイス力ツシヨンの模様を掲載いたします。

◎日 時 平成 17 年 3 月 2 0 日 (日)

場 所 ホテルオークラ札幌 (札幌市中央区南 1 条西 5 丁目)

第 1 部

基 調 講 演

基調講演 1

｢十勝型屋台で街を活性化｣

北の起業広場協同組合
専務理事 久保 格史 氏

′""薹 -騨 蚕̂

基調講演2

｢宇宙開発技術による新産業創出｣
N P O 法人北海道宇宙科学技術創成センター
副理事長 伊藤 献一 氏

i劉鱗紬離さ

基調講演3

｢映画祭が地域振興にもたらす効果｣
ゆうぼり国際ファンタステイツク映画祭

実行委員会ゼネラルプロデューサー 田村 秦章 氏

賤婆雛

第 2 部

事例報告 &

パネ ルデイ

スカツシヨン

< パネリスト>

久保 格史 氏

伊藤 献一 氏

田村 泰章 氏

深貝 亨 (本会会長)
くコーディネーター >

真砂 徳子 氏 (H T B パーソナリティ)

●
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真砂 "ただいまより、 事例報告とパネルディスカッ

ションを始めさせていただきます。 1 時間と

いう短い時間ですが、 実りある議論を展開い

たしまして北海道の元気な未来を考えていき

たいと思います。 まずその前に私の自己紹介

とパネラーの皆様を改めてご紹介させていた

だきます。 先立って恐縮ですが、 皆様とご-

緒させていただきます真砂徳子と申します。

ても H T Bで ｢南平岸未来道｣ という番組に出演

。 ごまさ き
、
しております。土曜日朝 6 時4 5 分という時

で間帯で、道路や社会資本整備をテーマに北

たきぎ《海道の明るい未来を考えていこうという番組

ささゞシです。 街づくり、 道づくりに携っている行政

主導対さミ粉 菰 住民の方々を微力ながら応援させて

へゞさ義三ミミド頂いております。 私も今日このような場を頂

さく講読遊ぶささいてそのような方々を応援したいと思い、こ

箋騒ぎ誌総轄灘に座らせて頂いています。どうぞよろしく

き語義叢蜂競願いしますoそれでは、4名のパネラーの
べ瀬葭讓饉詳論表ざをご紹介いたします。私のお隣が･北海
ゞ滋淺蘂謡※曲者政書土会の深員会長です。よろしくお願

　　　　　　　
ご &そのククグきざ誓

、うとしております。 最近心掛けている

のは、 我々の見識や視点でお客さんに提案し

ていく途がないものかという点です。 お客さ

んに元気がないと我々も仕事にならない。

少しでも早く元気に少しでも大きく羽ばたい

てもらえればと心掛けて仕事をしています。

真砂 :±業に携るお立場から鋭いコメントを頂きた

いと思います。 続きまして先ほど基調講演で

お話頂いたゆうばり国際ファンタスティック

映画祭実行委員会田村泰章ゼネラルプロデ

ューサーです。 よろしくお願いします。

田村 :よろしくお願いします。

真砂 :つづきましてN P O 法人北海道宇宙科学技術

創成センター伊藤献 - 副理事長です。よろし

くお願いします。

伊藤 :よろしくお願いします。

真砂 "最後に北の起業広場協同組合久保裕史専務

理事です。 よろしくお願いします。

久保 :よろしくお願いします。

真砂 :以上、 4 名のパネラーでパネルディスカッシ

ョンを進めてまいります。 さて 3 名の方の基

調講演を伺ったのですが、 困難をものともし

ない、 やりたいことをやるためにはどんなこ



とをしてでもやるんだという熱意を感じ、 そ

れだけでも元気になるお話だったのですが、

深貝会長、 ご感想はいかがだったでしようか。

深貝 :今北海道の企業は元気がないですし、 景気

が悪くなるときは北海道から景気が悪くなり、

なかなか回復できないでいます。 本業を通し

てリストラをした後、 立ち直れる会社とそう

でない会社を目の当たりにしていますが、 そ

のときの大事な要素は何かなといつも考えさ

せられます。

真砂 :元気がないときに夢や希望が持てるというこ

とが大事だと思うのですが、 田村さん、 映画

祭というのは夢や希望をもたらすものですよ

ね。

田村 :基調講演でも話したことですが、 夕張はここ

のところ急速に人口を減らし続けています。

ただ映画祭が素晴らしいのは映画祭そのも

のが市民にとってアイデンテイテイというが、

一種の村まつりになっているんですね。 それ

と同時に 10 万人近い人がふるさとを離れて

います。 映画祭がそういう人たちにふるさと

を思い出させるメッセージになっています。

これからも内容を充実していかねばならない

と思いますし、 映画祭の度にふるさとに帰っ

てきてもらうという運動も展開していかねば

ならないと思います。

真砂 :道外のお客さんを惹きつけるだけではなくて、

いったん地元を離れた人たちを呼び戻す魅

力に溢れたイベントということなんですね。

そういった意味では帯広の屋台村もそのよう

な魅力になってきているのではないでしよう

かo

久保 :やってみてわかったことがたくさんあるいう

ことが私自身大変勉強になりました。 事業を

立ち上げ後の効果が想定外のことのほうが

が大きかったんですね。 事業を立ち上げるま

で周りの意見は反対意見が多かったのですが、

半年経つと ｢俺も上手くいくと思ってた｣ と

いうふうに変わってきました (笑)。 新しいこ

◎

●真砂徳子氏

とにどんどんチャレンジしていこうと自分自

身変わりました。 それと1軒の客席が 8 席程

度しかない商売が小さい状態で食っていける

かどうか。 僕らは絶対にできると言っていま

したが、 内心ドキドキしてたんです。 でもや

ってみなければわからない。 やってみて客が

来るようになると店主の顔が変わっていくん

です。 この姿を見ているだけで、 この事業を

やってよかったなと思います。

真砂 :店主の人の顔はどんな風に変わるのですか。

久保 :だって不安ですもの、 やる前は。 屋台は毎日

店を作ってたたんでの繰り返しになりますが、
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どうしても合理的にやろうとしてしまいます。

店を作ったままにしておいたりする店主も出

てきます。 でもそういう店がやめていきます。

つまり店主は客に見られているんです。 お客

さんがこないところでも見られています。 そ

ういう姿が商売が上手くいくかどうかの要素

になっていますね。

真砂 :よく北海道の飲食店のサービスについては色々

言われるところなのですが、 屋台のように顔

が見える店では手を抜けないですよね。

手は抜けません。 それとお客さんに合わせて

接客しなくてはならないというところもあり、

調理人が失敗して素人が成功することがあり

ます。 その辺に要素があるのではないでしょ

うか。

いかにお客様を喜ばせるかというところをし

っかりやっているところが上手くいっている

んですね。 今後、 北の屋台をどのように展開

させたいと考えていらっしゃいますか。

久保格史氏

我々は中心街に賑わいを取り戻したいと思っ

て活動しているのですが、 夜中の人口しか増

やしていないんですね。 我々が昼をやるには

マンパワー的にムリなんです。 今商店街の人々

とネットワークを組みながらやらねばならな

いということで、 地域で活動しています。

の
市
元
艮
気
セ
な
ミ
来
ナ
来罰こ向けて

真砂 :ますます夢が広がってきているんですね。 火

がついても継続させていくことがこれからの

課題となっていくと思います。 田村さん、 久

保さんのお話を聞いて映画祭を継続させて

いるというお立場で何かアドバイスはありま

すが。

田村 :夕張の映画祭は市民のやる気どのようにを

起こしてもらうかという部分があります。 札

幌の応援団が夕張メロンを販売する店を出し

たのですが、 それが映画祭が終了するまで

自然発生的に溜まり場になったんですね。 そ

ういう共同体としての意識が大事だと思いま

す。 市民と映画ファンと実行委員会がどれだ

け密着していくかが重要だと思います。

真砂 :伊藤さんはいかがですか。

伊藤 :私は屯田兵四代目の生粋の道産子です。 北

海道に住んでいる人たちは北海道のいいも

のに対して気がついていないと思うんですね。

また北海道人の特色として人間的に粘り強い

部分があると思います。 その特色を夕張も

帯広も生かしていると思います。 素晴らしい

アイデアだと思います。 両方とも長く続いて

欲しいと思います。

真砂 :誉めあいながら伸びていくという感じになれ

ばいいですよね、 夕張も帯広も。 そしてそれ

以外の街も。 疑問なのですが、 ロケットとか
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伊藤献一氏

宇宙とかは莫大な金額をかけないとできない

と思っていたのですが。

高望みしなければ宇宙は意外と近いものです

よ。 国がやっている宇宙開発は↑0 0 億円と

かの単位になります。 そういうものではなく

て、 新しいアイデアのロケットを私たちは作

ろうとしています。 小型ロケットを打ち上げ

て目で追えるのはせいぜい 2 ,0 0 o mくらい

なんですね。 a o o o m を越えると気分的に

はもう宇宙なんですよ (笑)。 H A ST ICでは先

ほど基調講演でお見せした小型のロケットを

2 10 万円でロケット打ち上げサービスを行っ

ています。 そういうレベルでもう満足が得ら

れるんですね。

真砂 :伊藤さんはもともと北大の教授をなされてい

まして、 宇宙開発に目を付けられたのは学

問の世界で最先端ということではなくて、 豊

かさを追求するという意味で目をつけたとい

うことでよろしいでしようか。

伊藤 :そんな高尚なものではないですよ(笑)。

もともと動くものが好きだったんです。 でも

ぜひ宇宙をやってみたい、 自分でやるチャン

スはないが、 北大に研究室を作った。 それ

ならやってみようかと。 研究室を作ったから

には北海道から人材が逃げないことが必要

です。 東京にいたらロケットの研究なんかで

きませんよ。 東京でロケットの研究なんてい

ったら馬鹿にされるだけですよ (笑)。 北海道

だから研究ができ、 北海道だから研究が完

成し、北海道だから完成した研究を世界に

発表できる、 そのように考えています。

真砂 :北海道だからできるということに目をつける

というのも大事なポイントですよね。 起業の

面でお聞きしたいのですが、 新しい産業も北

海道では注目されています。 景気が低迷す

る中大学発ベンチャーが増えていると聞きま

すが、 北海道の元気と起業の関係性という

のはどのように思われますか。

伊藤 : IT ･バイオなどベンチャー向けの研究がある

のですが、 ベンチャーの成功率は非常に低

いですよね。 資金を出すところもなかなか出

しずらいところもあります。 大学からベンチ

ャーの間に一つ仲立ちする組織が必要だと思

います。 大学の先生は今やっていることが商

売になるかどうかわからない。 アイデアその

ものが商売になることを知らないんですよ。

実験装置やアイデアそのものが売れるものと

は知らない。 研究が完成しないと売れないと

思っている。 そういうものを引き出してあげ

られる人がいることが大事だと思います。

真砂 :起業に関しては久保さんが仕掛けたことによ

って起業された方とかはいらっしゃるのでし

ようか。

●
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起案したいという方はたくさんいらっしゃい

ます。 ただハードルを越えられない部分がた

くさんあります。 飲食店は手っ取り早くでき

ると思っている部分もあるでしよう、 特に屋

台は。 でもお金の問題、 家族の理解、 屋台

のイメージなんかがネックになる部分もある

でしょう。 私たちは逆に屋台で起業しろとい

っています。 自分ひとりでは何もかもできる

はずがないので、 地元の農業人の個と繋が

れといっています。 そうすれば黙っていても

地域の表現ができ、 個と繋がることで口コミ

が広がる。 今のところは実力以上に客が来

ているというの力葺見状ではないでしようか。 我々

が一番重要視しているのは情報です。 北の

屋台は地域おこしだとか起業家を育てるとい

うだけではなく、 違う'1胄報を流しています。

これが一番集客に繋がり、 価値を高めている

のではないかと思います。 情報を上手に流す

ということが大事ですね。

邇の元気をご未来愛 向

真砂 :田村さんはどのようなご意見ですか。

田村 :北海道に一番欠けているのはプロモートする

人、 いい素材がありながら繋げていける人

がいないことだと思います。 夕張の中田市長

も久保さんも優れたプロデューサーだと思い

ます。 以前テレビで見たのですが、 標茶のメ

ロンパン屋が船橋で行われているパンフェス

タで大人気なのだそうです。 彼は全国を歩き

回っているパンのプロモーターの目にとまり、
釧路の人間が地元の金融機関に繋げてくれた。
私も十勝の菓子フェスタを札幌で仕掛けたこ

とがあります。 モノが一番売れない雪祭りの

期間中に開催したら、 これが大人気となって

続いています。 誰かが繋げばいいものが発

掘されるし、 いいものができるのだと思いま

す。 久保さんのような人がどんどん出てくれ

ばいいと思います。

真砂 :そういう方がたくさん出てくる土壌にするに

はどうすればいいのかという話になってくる

と思うのですが、 伊藤さんはどのようにお考

えですか。

伊藤 :北海道の産業で大きなものは観光だと思いま

す。 北海道に観光でいらした方がリピーター

になっているのかどうかというところはよく

わからない部分だと思います。 北海道の自

然は前と同じでいいのだけれども、 東京デイ

ズニーランドのアトラクションのように毎年

開催されるイベントでも飽きられないように

常に中身を変えていくというのが大事なので

はないでしようか。

真砂 :深員会長は、 起業をされる方を応援するお

立場でさまざまな事例をご存知だと思うので

すが、 今までのお話を伺っていか
がですか。



人を見て人の魅力をわかっているのかな、 地

元を見て地域の魅力をわかっているのかなと

思う部分はあります。 起業しよう、 起業して

大きくしようという人たちに我々が適切なア

ドバイスをしていかなければならないと思い

ます。 北海道の傾向は、 リストラをして、 さ

らにリストラを進めて最後には廃業というケ

ースがあります。 そのように事業がしぼんで

いく中で何か新しいことにチャレンジしてい

こうとする人の背中を押してあげなければな

らないと思います。 次の方向に仕事を変えた、

自分のよさを見つけた人たちが伸びていきま

す。 そこを我々がお手伝い出来ればと思って

います。

真砂 :どんな方がうまくいっているのか、 またどん

な方を応援していきたいと思っているのです

かo

深貝 "基本的にはあきらめないパイタリテイだと思

います。 深く探求できる人間がこれからは本

物になっていくと思います。 危機感は北海道

が一番感じているのではないでしようか。 危

機感に負けないバイタリティを持つ人間がこ

れから大きく花開くと思っています。

バイタリティという面ではこちらにお座りの

皆さんはバイタリテイに溢れている方々ばか

りですが、 久保さんは ｢そんなものダメだよ｣

と言われながらもやり続けた熱意の源という

ものは何だったのですか。

久保 "何なのでしようね (笑)。 仲間がいたからでし

ようか。 書籍を目にすると大量生産 ･大量消

費の時代が終わり、 モノ余りの時代だと書か

れています。 また自分の業界がダメになると

いう声をよく聞きます。 だからといって全部

がダメになる訳ではないですよね。 僕は北海

道に元気がないという言葉が好きではない

んですよ。 必ず元気な人はいるはずですし、

元気な人に注目していけばいいのだと思いま

す。

真砂 :今のお話に伊藤さんも田村さんも大きく領い

ていらっしやいましたが、 そういうお話はお

分かりになりますか。

伊藤 :昨年夏の駒大苫小牧の甲子園の優勝は大変

素晴らしいことであります。 私はプロフィー

ルに書かれているとおりアーチェリーをやっ

ていまして、 国体でこの 2 0 年間で 3 回北海

道がアーチェリーで優勝しています。 国体は

地元が優勝するために強化選手ということで

他県から人を入れたりすることがあるのです

が、 断固それには反対しました。 道産子の

選手だけで優勝できたんです。 やればできる

んです。 私は反対が多ければ多いほどやりた

くなるんですね (笑)。
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映画祭はかつての 3 倍の観客動員数になり

ました。 ただ夕張は宿泊施設だとか飲食店と

か施設は限られているのでキヤパには限界

があります。 ただ街が小さくなっていく中で

映画祭が市民の元気の源となっています。 民

間頼みの寄付も少なくなってきていますが、

映画祭事態は逆に大きくなってきています。

それは市民の映画祭に対する思いが定着し

ているからだと思います。 今後ゆうばり映画

祭が北海道全体の映画祭であるというよう

に展開していければと思います。

さて今日は ｢北海道の元気な未来に向けて｣

というテーマで市民セミナーをお送りしてい

るのですが、 実際元気にされている方々にメ

ッセージというか熱い思いをこめていただい

て、 どうすれば北海道が元気に、 みんなが

勇気を持って取り組んでいけるのかをお話い

ただきたいと思います。

久保 :大それたことはほとんどわかりません。 北の

屋台としては大きさを求めない、 小さいなが

らも価値を高めていきたいと思っています。

今一番多いクレームは入れないというクレー

ムです。 昔なら規模を広げていたかもしれま

せんが、 これをやらない。 それよりも営業し

ている人の笑顔が増えることを考えようとし

ています。 そうしないと時代が変わったとき

にただの横丁が残っていただけということに

なります。 私たちにはバロメーターが一つだ

けあります。 いままで 17 万人もの人に足を

運んでいただきましたが、 その 6 割は地元

の人たちです。 これを 5 割は死守したいと考

えています。 観光客が 5 割を超えると少し違

うものになっていくと思っているので、 少な

くとも 5 割は地元で支えていきたいと思って

います。

真砂 :それでは伊藤さんお願いします。

伊藤 :他県から来た人が北海道で活躍しているとい

うのは北海道のよさに気がついているから

だと思います。 北海道のネットワークをしっ

かりしてその人たちの力を北海道の力にする

必要があると思います。 人の和を大切にして

北海道にその思いを根付かせることが大事

なのではないでしようか。 北海道の元気より

も自信を持って、 他と比べてどうかではなく、

自分でやりたいことに自信を持って進めばい

いものができると思います。

真砂 :それでは田村さんお願いします。

田村 :北海道はいい素地を持っている土地だと思い

ます。 ゆうばり映画祭を一番発掘したのは映

画人だと思います。 北海道の人は北海道の

豊かさに甘えすぎているのではないでしよう

か。 帯広はゲートボールやパークゴルフの発

生の地で新しいものに次々挑戦していくとこ



ろです。 道民がみんなそんなふうになれな

いのかなと思います。

有難うございました。 もともと北海道は外か

らきた人々が新しいものに挑戦していったと

か、 熱意を持ってやり遂げてきた歴史のある

場所ですものね。 三名の方からはあきらめ

ないこと、 他とは違うものを大切にすること、

人と人のつながりを大切にするという私たち

が忘れかけていた基本的なものを教えてい

ただいたと思います。 これをきっかけに世界

中の人が北海道に集まって北海道が世界の

社交場になって賑わいが広がっていけばいい

と思います。 深貝会長、 元気を目指そうとい

う人々をバックアップしていくのが行政書士

のお仕事の一つたと思うのですが。

深貝 :起業家が何を求めているのが我々も解ってい

ない部分があると思います。 見えているよう

で見えていない部分を引き出していくことの

お手伝いをするのが我々の仕事だと思います。

起業という面では北海道はよく言われる宮依

存というものが薄れてきています。 ｢ない｣

ことの強さを自信に変えていってもらいたい

と思います。 何もないところから立ち上がる

のが北国らしいともいえます。 そういう人た

ちを応援していくのが我々の仕事だと思います。

真砂 :パネラーの方 、々 深員会長のご意見をいただ

いていかがですか。

田村 :このセミナーが本当にいい企画だと思うので

すが、 みんなで北海道を考える機会が増え

ればいいと思います。 北海道は素地はいい

ものの、 実力の半分も出し切れていないの

ではないでしょうか。 日本は重工長大産業か

ら転換していく中で、 北海道というのは大変

貴重な資源であって、 貴重な風土だと思いま

す。 そういう面でこのセミナーは素晴らしい

と敬意を表します。

真砂 :伊藤さんいかがですか。

伊藤 :我々の活動をお話するいい機会をいただきま

した。 我々の活動をお話するときに若い人た

ちが目を輝かすということが一番の喜びです。

北海道を元気にするには、 この目を輝かすと

いうのがモノサシになるのではないでしようか。

周りの人が喜んでくれるというのが元気にな

る源だと思います。 そういうことを感じると

いうことを持ち続けたいと思っています。

田村泰章氏

真砂 ;久保さんいかがですか。

久保 :屋台に入れないお客さんに話を聞くと ｢帯広

に行くならあそこだ｣ との口コミだけでした。

あとはテレビを見てきたという人の二種類だ
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◎

つたんです。 いい口コミをどれだけ作れるか

を大事にしようといっています。 そして決し

て留まることをせずに常に向上していこうと

いっています。 金儲けをしようという店主が

一番儲からないんですよ。 違う喜びを持って

屋台に入ってきた人が生活の安定に繋がって

いるんですね。 この感動と喜びを大切にして

いけば 日との屋台｣ は維持できると思ってい

ます。

最後になりますが、北海道行政書士会が今後

どういった取り組みをしていくのか、 深貝会

長お願いします。

規制緩和の時代で、 資格という立場だけで業

務が独占される時代が危うくなっています。

その中で我々はもっと実力をつけていかねば

ならないし、 自己研鑽で信頼を勝ち取ってい

かねばならないと思います。 それがこれか

らの私たちの生き方だと思います。 北海道行

政書士会としては研修に力を注ぎ、 足腰の

強い会員を育てていきたいと思います。 また

社会に目を向けた、 耳を傾けた活動をやっ

ていきたいと思っております。 今日この場に

来たときよりも少し元気になって、 少し春が

近くなってきたものと思います。 どうもあり

がとうございました。

真砂 :どうもありがとうございました。 今日はマイ

ナスをブラスに変える強さと北海道を元気に

していきたいと思っている方々がまだまだた

くさんいらっしやることがわかりました。 そ

ういう方々を応援していくのが行政書士の皆

さんだと思います。 皆さん頼りにされている

方ばかりだと思います。 どうぞこれからもお

仕事がんばってください。 本日はどうもあり

がとうございました。 もう一度パネラーの皆

さんに暖かい拍手をお願いします。

　　　　　　 　
北海道の元気な未、来 に 向
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}定款認証嘱言
　

　
　　　 　　 　 　　

定款認証嘱託作成代理につき

′′“′“、、“““““、“、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

企画開発部次長 江谷 清和

●

●

はじめに

行政書士の業務における ｢商業登記｣ の中核をなす、 法人設立時の定款作成 .嘱託認証業務があるが、

この業務は権利義務の発生に効果を生じさせることを目的として作成する書類の最たるものであります。ま

た、 各種会議録は事実証日月書類の作成であり、 行政書士法第↑条の 2 に規定するところの我々の業務であ

ることは言うまでもありません。

定款認証 (商 16 7 条、 有限 5 条 2 項)

株式会社、 有限会社等は、 その設立にあたって、 発起人または社員による嘱託を受け、 私共行政書士が

発起人または社員から委任状をとり付け、 定款 (電磁定款)に添付合緘し公証人の認証を受ける訳ですが、
それを原始定款(電磁原始定款)と言い、 認証を受けた定款 (電磁定款)は認証により、 その効力を生み出す

訳ですが、この一連の業務につき、嘱託作成代理方法による定款作成 ･認証業務つき解説したいと思います。

以下、 紙ベースでの定款代理を ｢定款認証嘱託作成代理｣、 電子定款作成代理を ｢電磁定款認証嘱託作成

代理｣ とします。

手順 -‘‘′〉-も｣王 竃慨止秋ぁひ証嘱託作成代理

′

依頼者の希望する ｢商号｣ につき類似商号

及び ｢事業目的｣ につき調査する。
※本店所在の管轄法務局にて調査する。

依頼者の希望する ｢商号｣ につき類似商号

及び ｢事業目的｣ につき調査する。
※本′凸" = + ず.-一 【 ･… . - ｣ 調査する。

2

依頼者から発起人ないし社員の印鑑証明書

受理

※印鑑証明書表記のとおり、 1 字 1 句間違

いのないよう定款に落し込む。

依頼者から発起人ないし社員の印鑑証明書

受理

※印鑑証明書表記のとおり、 1 字 1 句間違

いのないよう定款(ワード等)に落し込む。

行政書士による定款の代理作成権限に関する日本公証人連合会の見解

代理の方法による定款認証の形態として、 嘱託代理のほか、 定款の作成代理の形態もある。

平成↑3 年法律第 7 7 号による改正後の行政書士法第旁条の 3 台 2 号 (平成鵞4 年 7 月 1 日施

行)に ｢行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成するこ

と｣ と規定されたので、 行政書士は、 その資格において、 発起人又は社員から委任を受けて

定款を代理作成できることになったものと考えられる。

平成 15 年 7 月↑5 日
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3

設立予定法人の本店管轄 ｢公証役場｣ に定

款原案を持ち込み、 声燕 ,臥心実匙 9 る。
※初めての公証人へは ｢行政書士証票｣ の

持参を忘れずに

設立予定法人の本店管轄 ｢指定公証役場｣

の指定公証人に定款原案 (ワード等) を持

ち込み、 亭醇 ,]臥心夫触りる。

※初めての公証人へは ｢行政書士証票｣ の

持参を忘れずに

4

依頼者へ定款の原案を持参し内容確認後、 ｢委

任状｣ を合綴した定款への発起人または社

員全員の実印押印を願う。 (定款の各ページ

の契印、 委任状との契印を忘れずに)

公証役場持参の他の 3 通の定款は ｢行政書

士職印｣ を押印。
※実印とEI｣鑑証明書を突合する。

依頼者へ電磁定款の原案を持参し内容確認後、
｢委任状｣ を合緘した紙ベース定款 (ワード

等仕上げ) への発起人または社員全員の実

印押印を願う。 (定款の各ページの契印、 委

任状との契印を忘れずに) 定款案 (ワード等)

をアクロバットによりPD F化し、 行政書士嘱

託人の電子証明書により電子署名し電磁定

款を作成、 FD (フロッピー) 収納する。
※紙ベース定款 (ワード等仕上げ) におい

ては、 実印と印鑑証明書を突合する。

5

定款認証を受けるべく ｢会社保存原本｣ 1通、
｢公証役場保存用｣ 1通、 ｢謄本用｣ 1通、 (い

ずれも、 作成代理人として行政書士職印に

て押印のみ)、 委任状を合綴済み 1通を持参

し、 認。比を受ける。

※公証人から返却されるのは、 ｢会社保存原

本｣ 1通、 ｢謄本｣ ↑通になります。

指定公証役場持参する書類等は

↑. 紙ベース定款に委任状を合緘したもの 1

通

2 . 発起人または社員全員の印鑑証明書

3 紙ベース定款謄本 1通

4 . 電磁定款は ｢指定電子証明書｣ によりF

D (フロッピー収納) 1枚

上記、 4 点を持参し、 指定公証人電子証明

貼付により認証を受ける。

※公証人から返却されるのは、 ｢会社保存原

本相当電磁定款FD ｣ 1枚、 持参した ｢謄本｣

↑通になります。

●

●
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定款末尾記載の方法
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耳 一弘蠣稲作成代理 …た涌作成代理

以上、 有限会社 0 ■◆を設立するため、 社員○

0 □□、 社員△△ □□を代理して行政書士

江谷清和がこの定款を作成し、 記名押印する。

平成○年○月○日

社員 0 0 □□

社員 △△ □□

: :

上記代理入 江谷清和 仲 職 印 ;

以上のとおり有限会社□○△を設立するため、
社員○○ □□、 社員△△ □□の定款作成代

理人である行政書士江谷清和は、 電磁的記録で

ある本定款を作成し電子署名する。

平成○年 0 月○日

社員 0 0 □□

社員 △△ □□

上記、 社員の定款作成代理人

札幌市西区宮の沢倖条 2 丁目 3 番 3 2 号

センチユリオン松田 2 2 0館号

行政書士 江 谷 清 和 茎 電 子 薬
萎 署 名 ;登録番号 9 8 0 16↑8 3 号

電 子
署 名

◎

委任状形式

止水獲り註隅。U作成代理 電磁疋不霧か山陥託作成代理

1 . 有限会社 0 ■◆の設立に際し別紙のとおり

その原始定款を作成する手続きに関する一切の

件。

亀 代理人選任の件。

1 有限会社□○△の設立に際し、 別紙のとお

りその原始定款を作成し、 これに発起人 (社員)

の代理人であることを表示して記名捺印し、 公

証人の認証を受ける手続きに関する一切の件。

1 定款謄本の交付請求及び受領に関する件。

※委任状を原始定款上にホッチキスで留め、 社員の実印にて契印(割印)をする。

‘
●

平成 16 年商法改正における定款記載の変更

平成 16 年改正として ｢株式等の取引に係る決済の合理化を計るための社債等の振替に関する法律等の

一部を改正する法律｣(平成 16 年法律第 8 8 号)が成立し、平成キ6 年 10 月 1日より ｢株券等の不発行
制度｣

が導入されました。これに伴い、 定款の記載事項に変更が生じますので
参考例を掲載いたします。

厘圏の圏霊園
(基準日)

第0条 当会社は、 営業年度末日の (あるいは毎年○月○日)最終の株主名
簿に記載又は記録された議決権

を有する株主をもって、 その決算期に関する定時株主総会に
おいて株主の権利を行使すべき株主

とする。

2 前項の場合のほか、 必要があるときは(あるいは株主又は質権者
として権利を行使すべき者を確定

する必要があるときは)、 取締役会の決議により、 あらかじ
め通知して (あるいは公告して)基準日

を定めることができる。 * カッコ内は別の表現
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麻券不発行会社の定款例 ;
　 　　 　

(株券の不発行)

第 0 条 当会社は、 株券を発行しないものとする。

(名義書換)

第0条 株式の取得により名義書換を請求するには、 当会社所定の書式による請求書に、株主又は相続人

その他一般承継人及び株式を取得した者が、 署名又は記名押印し、 共同して請求しなければなら

ない。ただし、 次の場合には、 株式を取得した者が単独で請求することができる。

(" 株式を取得した者が、 株主又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をなすべきことを命ず

る確定判決を得て請求するとき

(2 ) 株式を取得した者が、 株主が名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他前号の確定

判決と同一の効力を有するものを提出して請求するとき

(3 ) 商法 20 4 条ノ3 第 1項 (同法 20 4 条ノ5 第 1 項後段において準用する場合を含む。)の請求をした

者が、 同法 2 04 条ノ3 第 1 項の株主 (同法 2 0 4 条ノ5 第↑項後段において準用する同法 2 0 4 条

ノ3 第↑項の請求をした者にあっては、 同法 2 0 4 条ノ5 第 1 項前段の請求をした者)に代金の支

払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面を提出して請求するとき

(4 ) 株式を取得した者が、 株主の相続人その他一般承継人である場合において、 相続を証する書面そ

の他一般承継を証する書面を提出して請求するとき

●

例2

(株券の不発行)

第0条 当会社は株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)

第 0 条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(株式の名義書換)

第0条 株式の取得により名義書換を請求するには、 譲受人と株主又はその一般承継人が、 当会社所定の

書式による請求書に署名又は記名押印し、 共同で申請しなければならない。

2 株主又はその一般承継人が、 前項の請求書に第 0 条による届出印を捺印できないときは、 実印を

捺印し、 印鑑証明書 (作成後 3 ケ月以内のもの)を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、 次の各号の書面を提出した場合は、 株式を取得したものが単独で名

義書換を請求できる。

① 株主又はその一般承継人に対する株式取得者への名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定

判決

② 株主又はその一般承継人が株式取得者への名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その

他確定判決と同一の効力を有する書面

③ 譲渡制限会社の株式の先買権者が、譲渡承認請求をした株主又は株式取得者に代金の支払があっ
たものとみなされる供託をしたことを証する書面

④ 株式取得者が、 株主の相続人その他一般承継人であることを証する書面

◎
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公証役場 所 在 地 T E L

札 幌 札幌市中央区大通西4‐T 道銀ビル↑0 階 0 1 暮 2 4筆一4 2 6 7

大 通 札幌市中央区南1条西 乍0 4‐16 7 小六第一ビル 6 階 0 1 1‐2 7 2‐2 5 6 5

★札幌中 札幌市中央区大通西川‐4 登記センタービル 5 階 0 1 1-2 7年-4 9 7 7

小 樽 小樽市色内1-9-1 松田ピル↑階 0彎3 4一2 2一4 5 3 0

岩 見 沢 岩見沢市4条西ー‐2‐5 明治安田生命岩見沢ビル 2 階 0 1 2 6 -2 2‐17 5 2

室 蘭 室蘭市東町2‐24‐15 0 14 3‐4 4‐8 6 3 0

苫 小 牧 苫小牧市表阿2-3‐23 エイシンビル 2 階 0 14 4‐3 6‐7 7 6 9

滝 川 滝川柿大町ー-8 2 7 振興公社管理ビルT階 0↑2 5‐2 4‐1 2 18

函館合同 函館市若松町ー5 7おl 函館北洋ビル 5 階 0 1 3 8‐2 2‐5 6 6 1

旭川合同 旭川市4条通 9 1704‐12 朝日生命旭川ビル 2 階 0 1 6 6‐2 3‐0 0 9 8

名 寄 名寄市西1条南 9 35 0簿6 5 4‐3‐3 13 1

釧路合同 釧路市末広町7 2 金森ビル 0 15 4‐2 5‐13 6 5

帯広合同 帯広市西6条南 6 3 ソネピル3 階 0 15 5‐2 2‐6 7 8 9

北 見 北見市]と4条東↑ 双進ビル3 階 0↑5 7‐3 f‐25 1 1

網 走 網走市南6条西2 2 セントラルプラザ 2 階 0 1 5 2‐4 3‐16 6 1
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最低資本金規制特例制度(いわゆる確認会社)の
法律根拠名の変更について
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最低資本金規制特例制度は、これまで ｢新事業創出促進法｣ に基づく制度でしたが、法律改

正(平成↑7 年 4 月 8 日間議決定 ･4 月 l3 日公布、 施行)に伴い、 平成 17 年 4 月 T3 日以降は、
｢中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律｣ に基づく制度へと変更されました。
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口法律改正に伴って変更された点は以下の 2 点です。

1、 経済産業局への確認申請書類様式が変更となりました。

※平成 1 7 年 4 月 12 日までに既に確認会社の設立登記を終えた方、 経済産業大臣の確

認書が交付されている方、 創業者であることの確認申請書が各申請窓口に到達している

方については、 新しい様式ではなく、 変更前の様式 (新事業創出促進法に基づく様式) と

なりますのでご注意下さい。

2、 定款に記載する ｢特別の解散時由｣ の記載する法律名及び条文が変更になりました。

※公証人による定款の認証を受けるためには、 定款に、 設立する会社が中小企業の新た

な事業活動の促進に関する法律第 3 条の 4 の規定により解散する旨を記載しなければな

りません。

以上 ｢中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律｣ に基づく手続きの詳細 ･必要な

申請様式のダウンロードにつきましては、 以下のホームページサイトで参照ください。

●

○経済産業省 h ttp :// m e tl g o .ip /p o lic y/ m in c a p /

また経済産業省における確認申請の窓口は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する

経済産業局となります。

確認申請の窓口 ･問い合わせ先は以下のとおりです。

●

○北海道経済産業局 新規事業課

札幌市北区北8 条西 2 丁目 1番↑号 札幌第一合同庁舎

電話 0 鮒‐7 0 9‐2 3 1 1

次年度商法関連において更なる大幅な改正(新会社法施行 ･有限会社法廃止等)が予定されて

おります。 当然そこでは行政書士業務に関連し様々な変更が生じると予想されます。

よってその関連する業務発生に備えた当該法令の習得が今後の懸案となるでしよう。
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自動車登録手続相談会を終えて 業務部部長 板垣 俊夫

平成 17 年 3 月 2 9 日から 3 1日までの三日間、 北海道運輸局札幌

運輸支局及び帯広運輸支局にて、年度末登録申請窓口の混乱緩和を図

るため、 一般ユーザーの方々に無料相談を実施致しました。 三日間に

おける相談者数は、札幌運輸支局で 4 6 8 名、 帯広運輸支局では 2 14

名と一般ユーザーの期待に応えることができました。

実施にあたり、 札幌支部及び帯広支部の支部長さんを始めとして、

会員の皆さまに多大なるご協力をいただき、 特に相談員を担当してい

ただいた諸先生方には、この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。

をき
>

●

『個人情法保護法施行に伴う、顧客管理の保全について｣研修会
平成 17 年 4 月 13 日 (水)午後 1時より、 ホテル札

幌ガーデンパレスにて、 ｢個人情報保護法施行に伴う、
顧客管理の保全について一大阪府行政書士会会員本多

雄一氏、 日本事務機株式会社セキュリティ対策推進部

土田義昭氏両氏をお招きして、 行政書士事務所の

個人情報保護法への対応について、講演がありました。
一部｢個人情報保護法への対応｣では、 対象となる

事業者に課される義務ととるべき対応についてのお

話がされました。二部｢個人情報保護法完全施行に伴

う対策ソリューション｣では、 物理的安全管理措置、

技術的安全管理措置についての説明がされました。
参加会員は、 8 1 名。 会員の関心の高さが伺えました。

●

本多雄一氏 土田義昭氏

　 　　　 　 　

会場の様子

平成16年度決算監査が行われました-

平成 16 年度決算監査が4 月 18 日、 19 日の二日間実施され正副会

長及び各部長に対して監事より監査の概要と各部事業への質問が行わ

れました。
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『申請取次制度の改正に伴う説明会｣研修会
平成 17 年 4 月 13 日 (水)午後 3 時 3 0 分より、 ホテル札幌ガーデン

パレスにて、 ｢申請取次制度の改正に伴う説明会｣と題し、 日本行政書

士会連合会申請取次行政書士管理委員 滝沢俊行氏より説明がありま
した。

従前は申請取次の申出書の届出及び取次者証の交付の事務等につき、
地方入国管理局長へ手続きを行っておりましたが、平成 17 年 T月 3 1

日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則の改正により、 行政書士

の所属単位会を経由して地方入国管理局長へ手続きを行うこととなり

ました。 詳しくは、 本会事務局にお問い合わせ下さい。

●

●

｢暴力団等排除対策協議会｣
新相談役を委嘱

4 月 18 日、 北海道警察本部の人事異動に伴い、新たに刑事部組織

犯罪対策局捜査第四課長塚田茂氏に会長から相談役の委嘱状が手渡

されました。

｢申請取次行政書土届出手数料規則J の制定

平成 17 年 1月 3 1日の入管法施行規則改正の施行日から、届出にかかる書類提出先は所属する各単

位会となり、各単位会は名簿作成の上、 管轄する地方局等へ届出を行い、届出を受理した地方局等は届

出済証明書を作成し単位会へ交付、単位会は対象会員に届出済証明書を配付することとなります。
この取扱いに伴い、 北海道行政書士会では ｢申請取次行政書士届出手数料規則｣ を次のとおり定めま

したのでお知らせ致します。

申請取次行政書士届出手数料規則

(目的)
第 1条 この規則は、 申請取次行政書士届出に関して必要な事項を定める。

(手数料の徴収)

第 2 条 本会は、 次の各号に定める手数料を徴収する。
- 申請取次行政書士の新規届出 3 ,0 0 0 円

二 申請取次行政書士の更新届出 3 ,0 0 0 円

三 届出済証明書の再交付 2 ,0 0 0 円

(手数料の不還付)

第 3 条 すでに納付した手数料は還付しない。ただし、入国管理局への届出受理以前に取下げた

ときは、手数料は返還する。

附 則
この規則は、 平成 1 7 年 3 月 2 5 日から施行する。
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職業倫理違反･不適法業務の排除について(お願い)
総務部長 篠原 賢吾

このたび、 本会では下記事案にかかる会員 2 名に対して、 綱紀委員会の調査報告及び意見を

得て、 理事会議決 (会則第 5 6 条の 6 第 2 項)並びに弁明の機会の付与手続き(同条第3 項)を経

た上で、 ｢廃業の勧告｣ 処分(同第 56 条の 7 第 1項第 3 号)を行いました。
他の単位会においても、 行政書士が調査会社の依頼を受け職務上請求書を違法に使用し大きく

新聞報道されました。
国民の懲戒請求権(行政書士法第↑4 条の 3 )の規定等を考え合わせると、 行政書士の職業倫理

違反 ･不適法業務の排除は本会全体の継続的な課題といえます。
本件処分事案等について、会員各位のご留意を重ねてお願い申し上げます。
以下、処分事案の概要を掲載します。
《処分事案の概要》

1 建設業許可申請にかかる虚偽文書提出事案(会則第 56 条の 6 第 1 項第 16 号 ｢行政書士に

関する法令又は他の法令に違反して、行政書士の信用又は品位を害したとき｣ に該当)

Y会員 (札幌支部)は、 A社から建設業許可申請の依頼を受け、 同許可申請手続きを代行する

にあたり、 虚偽の預金残高証明書を作成しこれを提出した。
当該事案について、石狩支庁建設指導課から札幌支部へ通報があり、 本会としての対応方要

請と併せてその対応を見守る旨の申出がなされた。
0 処分の内容

廃業勧告(なお、 廃業勧告に従わないときは知事への措置要求 (会則第 5 6 条の = )を

行う旨の理事会議決があります)

○ 処分年月日

平成 17 年 4 月 19 日

2 . 併有する税理士資格の業務禁止処分事案 (会則第 56 条の 6 第↑項第 l7 号 『兼業する併有

資格 (法定の土業資格に限る)について懲戒処分を受け、 登録を抹消されたとき｣ に該当)

併有資格者(税理士)であるW会員(旭川支部)は、税理士法第4 5 条第 1項の規定に基づき財務

大臣より業務禁止処分を受け、 税理士登録が抹消された。
○ 処分の内容

廃業勧告

○ 処分年月日

平成筆7 年 4 月 l9日

●

会員処分の公示について
このたび本会においては、本会会則に基づき会員の処分を行い、会則第5 6 条の6第5

項に基づき本会及び各支部の掲示場に掲示して公示したので、 その掲示のあることを会

員の皆様にお知らせ致します。
平成 17 年 5 月

北海道行政書士会

2 4 G M O SJEES Y O S H r日Q ね“【D O



新入会員
あきの ふみお

浅 野 文 夫 昭和51年 9月30日生

札幌支部 平成17年 3月 1ロ入会
事 務 所 札幌市中央区北 5条薗20丁目 1番20

‐100 6号

T E L O90‐9513‐2177

さかい よしや

坂 井 古 哉 昭利32年11月16日生

札幌支部 平成17年 3月 1 H 入会
事 務 所 札幌市北区屯円 4条 2丁目 2番 6号

T E L O 11‐771‐8842

F A X o ll‐771‐7878

(コメント)
全く新しい仕事に入るというのは不安と緊張そして期待に満ちてますね。 皆さ

んよろしくお願いします。

やまざき やすお

山 崎 保 男 昭稍隧年10月 6日生

札幌支部 平成17年 3月 1日入会
事 務所 札幌市厚別区厚別東 1条 T丁目 1番10号

T E L O 11‐897‐4397
FハX O 11‐897‐4397

せんだ だし･すけ

千 田 大 輔 昭奉n56年 1月26日生

札幌支部 平成17年 4月 2日入会
事 務 所 札幌市豊平区月寒西 4条10丁目 6番23号

T E L 0 11‐854‐0811

FハX O 11‐854‐0811

(コメント〉

お世話になります。 千田大輔と申します。 24 歳で、まだまだ社会経験も手薄

ですが、 若いからこそできることもあると思います。 これからは、行政書士として

の責任と自覚を持ち、立派な先生になれるよう、 努力していきたいと考えておりま

す。

さとう かつた

佐 藤 勝 大 昭和47年 3月10口生

札幌支部 平成17年 3月 1日入会
事務 所 札幌市西区福井 6丁日 6番 3号

T E L 0 11‐669‐1302

F A X o 11‐669‐1303

(コメント)
皆様はじめまして。

“坊主アタマの行政書士" 佐藤騰太です。 ｢かった｣ と

読みます。 起案支援法務を中心に頑張っていこうと思っています。

ふじし、 ひろみち

藤 井 啓 道 昭和39年 9月 7日生

札幌支部 平成17年 4月 2日入会
事 務所 札幌市中央区北 1条西2 1丁目 2番22号

北星ハイヤー 3階
T E L O 11‐612 5 508
F八X O11‐612‐5638

(コメント)
はじめまして。 藤井啓道と申します。 機会があれば翻修会やその他の行事に

も参加したいと思います。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

たかおか ひるのり

, 高 岡 浩 則 昭和35年 5月15日生

札幌支部 平成17年 4月 2ロ入会
、 事 務所 札幌市白石区菊水元町 6条 3丁目

3番 5号

T E L O90‐8427‐0787

(コメント)

今までに携わってきた仕事の経験と知識を活かし、 事業活動や生活のお手伝

いができるよう努力する所存です。

しのほら まこと

篠 原 誠 昭和24年 8月22日生

札幌支部 平成17年 4月 2月入会
事 務 所 札幌市厚別区厚別束 2条 5丁目

11番10号

T E L 0 11‐898‐358 1

F A X 011‐89 & 358 1

(コメント)

経済 ･生活面において、 様々な制度の変革が進むこの時代に、 行政書士の
仕事を通じ社会の利便性向上に貢献したいと思います。

すがわ ゆうや

須 河 格 也 昭春M 9年 5月13日生

札幌文部 平成17年 4月 2ロ入会
事 務 所 札幌市豊平区平岸 1条 8丁目 8番30

V ivere平岸 n 105号
T E L 0 11‐832‐7743
F A X 0 1上‐832‐7743

(コメント)

｢街の法律家｣ として業務の経験を積み、 依頼者からの様々なニーズに応え

られる行政書士を目指します。

きたむら しょうじ

北 村 昌 次 昭和29年 2月28日生

札幌支部 平成17年 3月 1目入会
事務 所 札幌市手稲区前田 8条 9丁目 8番 1号

T E L 0 11‐683‐3943
F A x o玉1-683 3 943

(コメント)
このたび、 行政書士会に登録し、 開業しました。 行政書士の仕事は範冊が

広いですが、日々 研鎖し、社会に貢献したいと思います。
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‐ 新入会 =‐ 新入会員
きむら ともひろ

木 村 智 宏 昭和48年 5月 1日生

札幌支部 平成17年 4月 2日入会
事務 所 北広島市稲穂町西 2丁目 3番地16

T匡L O11‐372‐1032
F A× 011←372‐1032

(コメント)
北広島市で開業することにしました木村智宏と申します。フットワークとスピード
を重視して頑張っていきたいと思っています。

カコピや し土うじ

魚 谷 昭 二 昭和 2年 6月13日生

小榔支部 平成17年 3月 1日入会

事 務 所 小樟市稲穂 1丁目12番201号
T R L O 134‐33‐3407
F A× 0134‐23‐9039

(コメント)

現役をリタイヤし、 体に閑が出来たので、此の度行政書士会に入会させて頂
きました。 年令を忘れて頑張る覚悟です。 よろしく御指導下さるよう、おねがい
致します。

もりた みち

森 田 倫 昭和49年 8月22口生

だ撚り鰯.
空知支部 平成17年 3 別 日入会
事 務 所 夕張郡長沼町あかね 1丁目13番 4号

T E L O123‐88‐1133
　 　　　 F A X O 12 3 88‐2809

(コメント)

平成 17 年3月に長沼町で開業することもとなりました。 色々な分野に挑戦し、
知識を深め、悩みを抱えている人や会社をサポートできる行政書士になりたいと
思っています。 機会があれば、 会や支部のお仕事もお手伝いさせていただきた
いと思っています。よろしくお願いします。

すずき かつや

鈴 木 勝 也 昭和20年 1月24日生

十勝支部 平成l7年 3月 1日入会
事 務所 帯広市柏林台西町 1丁目21番地

T E L O 155‐34‐4813
F A X O 155‐34‐4813

(コメント)
この度貴会に入会させていただきました。 建設会社、 司法書士事務所等で
のサラリーマン生活を経ての開業です。 少々 不安はありますが、頑張って行きた
いと思っております。

たにふじ ひろし

谷 藤 弘 志 昭和32年1自 由 生

函館支部 平成17年 3月 1日入会

事 務 所｢ 函館市的場町16番19号

T E L O 138‐32‐6005
F A X O 138 3 2‐5005

(コメント)

48 才で開業するにあたり、正直不安でいっそま九"ですが研鑽に励みたいと思っ
ております。よろしくお願い申し上げます。

なかむら ゆうきょう

中 村 格 恭 昭和46年 8月20日生

(コメント)

30 歳を過ぎ、 子供ができてからのチャレンジです。 先輩達に教えを請いなが
ら、精進して参りたいと思います。

おがわ きまと

小 川 清 人 昭和18年 8月26 H 4E

くコメント)

石北峠を越えた温根湯温泉で産湯につかり、ハッカ香る街北見に住んで40 年。
新人ですけど、北見の出張社員としてご利用いただければ幸いです。 どうぞよ
ろしくお願いいたします。

●



● 編
集
後
記

●

北海道日本ハムファイターズの元オーナーの大社

養親 (おおこそよしのり)氏が、 亡くなられました。
ご存知の方も多いかと思いますが、 この名物オーナ

ーは他のどのオーナーよりも球場に足を運んだそう

です。 あるときは選手よりも早く球場入りして、 ス

タッフ一人ひとりに声を掛けていたそうです。 もち

ろん選手と野球そのものにも強い愛情を注ぎました。
確か簿0 年ほど前には春季キャンプに沖縄まで同行

していたとも聞きました。 8 0 年オフには、 チーム

編成上どうしてもストッパーが必要となり、 当時広

島の江夏豊投手を獲得するために、 エースの高橋直

樹投手との交換トレードが持ち上がりました。 球団

幹部は必死になって高橋投手を説得しましたが、 な

かなか話がまとまりません。 そこに大社オーナーが

乗り込んで行って 6 時間にも及ぶ説得でついにトレ

ード成立、 日ハム江夏投手が誕生しました。 選手と

球団、 とりわけ野球に対して強い愛情があったから

こそ成立したものと思います。 その翌年リーグ優勝

したのは、 言うまでもありません。 球団 ･選手だけ

ではなく、 とてもファンを大切にする方で、 球団マ

スコットを日本で始めて導入しました。 キッズファン

クラブを立ち上げ、 2 0 年が経ちその当時子供だっ

たクラブの子も大人になり、 今では親子連れで球場

に来るようです。 昨年暮れには、 球団を手放すとか、
身売りするとか、 新規参入とかいろいろありました。
野球をよく知らない方が球団を持とうとしてみたり、
｢たかが選手が!｣ と息巻いたオーナーとか話題に事

欠くことはなかったです。 プロ野球に限らずどんな

場面であれ、 一過性の損得で判断するのではなく、
そこに最大限の愛情を注ぎ多少のことがあっても怯

まない、 そして自ら思う理想に対して邁進すること

がやはり大切なのだなと考えさせられました。 この

号で会報編集委員は入れ替わります。皆様におかれ
ましては、 力不足の委員会に不快な思いをされたの

かも知れません。 どうぞ新しい会報編集委員会にあ

たたかい目をかたむけていただければと存じます。
2 年間ありがとうございました。
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